
17 広報おおはる 2021（令和3）年7月号

住
宅
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

　

住
宅
を
改
修
し
、下
記
の
要
件
に

該
当
す
る
方
は
、翌
年
度
の
固
定
資

産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
添
付
書

類
を
添
え
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　
役
場 

税
務
課

　
内
線
１
７
８・１
７
９

要件 減額される額 添付書類

耐
震
改
修

昭和57年1月1日以前から所在する住宅で建築
基準法の現行の耐震基準に適合する改修工事が
行われた住宅で耐震改修工事の工事費が50万円
を超えるもの
※�認定長期優良住宅の場合には改修後の床面積
が50㎡（戸建て以外の貸家住宅は40㎡）以上
280㎡以下

工事を行った家屋に係る
翌年度分の固定資産税額
（1戸当たり120㎡分まで
を限度）の2分の1
※�認定長期優良住宅の場
合には3分の2

・�現行の耐震基準に適合した工事であるこ
との証明書（町・建築士・指定確認検査
機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵
担保責任保険法人が発行）
・�耐震改修工事に要した費用を確認できる
領収書等
※�認定長期優良住宅の場合には認定通知書
の写し

省
エ
ネ
改
修

平成20年1月1日以前から所在している床面積
が50㎡以上の住宅（賃貸住宅を除く。また平成
30年4月1日以降の改修は床面積が280㎡以下
であること）で現行の省エネ基準に新たに適合
する省エネ改修（熱損失防止改修）工事が行われ
た住宅で、補助金等を除く自己負担が50万円を
超えるもの
❶�窓の改修工事（二重サッシ化、複層ガラス化な
ど）・・・必須

❷床の断熱改修工事
❸天井の断熱改修工事
❹壁の断熱改修工事
※�認定長期優良住宅の場合には改修後の床面積
が50㎡（戸建て以外の貸家住宅は40㎡）以上
280㎡以下

工事を行った家屋に係る
翌年度分の固定資産税額
（1戸当たり120㎡分まで
を限度）の3分の1
ただし、住宅耐震改修に
係る固定資産税の減額措
置を受けている年度は減
額されません。
※�認定長期優良住宅の場
合には3分の2

・納税義務者の住民票の写し
・�現行の省エネ基準に新たに適合した工事
であることの証明書（建築士・指定確認
検査機関・登録住宅性能評価機関が発行）
・�省エネ改修工事に要した費用を確認でき
る領収証等
※�認定長期優良住宅の場合には認定通知書
の写し

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を
受けている方、障害のある方のいずれかの方が
居住する既存の住宅で床面積が50㎡以上（新築
された日から10年以上を経過した住宅で、賃貸
住宅を除く。また平成30年4月1日以降の改修は
床面積が280㎡以下であること）で行われた改
修工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を
超えるもの
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・引き戸への取り替え
・床表面の滑り止め化

工事を行った家屋に係る
翌年度分の固定資産税額
（1戸当たり100㎡分まで
を限度）の3分の1

・納税義務者の住民票の写し
・補助金等の交付、給付決定書
・次の❶～❸のいずれかの書類
❶65歳以上の方の住民票の写し
❷介護保険被保険者証の写し
❸障害者手帳またはこれに代わるものの写し
・�工事明細書（建築士、登録住宅性能評価機
関等が発行する改修工事が行われた事を
証明する書類でも可）
・�改修前後の写真およびバリアフリー改修
工事に要した費用が確認できる領収書等


